
令和６年５月２３日 

保護者 様 

鈴鹿市立稲生小学校 

校長  長谷川 浩  

危険が予測される場合の登下校について 

大地震や台風・大雨・雷などが起こった時、お子様の身の安全を守るためには、保護者と学

校が連携した緊急対応が必要です。そこで、台風や地震など登下校時に危険な事態が予想さ

れる時、事故防止のため以下の内容を基準に判断をお願いします。ただし、あくまで基準です

ので、緊急の場合は各ご家庭で適切な判断をしてください。また、学校からの連絡がないか

気をつけていただきますようお願いいたします。 

 

１ 台風が接近している場合の対応 

 （１）登校前 

 

 

 

・午前中の授業は中止となります。 
・給食はありません。 

 

 

 

 

 

 

・この日の授業は中止します。 

 

 

・全学年、午後の授業を行いますので、昼食をすませてから、午後１時に学校に着くように登校

させてください。（地区委員さんは、集合時刻を各家庭へご連絡ください） 

・ただし、道路の冠水、河川の増水、橋梁の決壊、がけ崩れ等について、危険が予測される場合

は、決して無理をせず、登校させないでください。その場合は、学校へ連絡してください。 

 

（２）登校後 

 

 

 

・授業を中止し、通学路の安全が確認された場合は地区別下校させます。 

・通学路が危険な場合は、学校での引き渡しをメール配信でお願いします。 

 

 

 

・警報が予想される場合、始業前から風雨が激しい場合、始業後に風雨が激しくなる

と予測される場合は、教育委員会及び近隣の小学校と協議のうえ、「臨時休校」や

「始業時刻の変更」「下校時刻の変更」の措置をとる場合があります。その際にはメー

ル配信でお知らせします。 

 

①  午前７時現在、暴風警報（暴風雪警報）、台風接近に伴う大雨警報の 

いずれかが発表されている場合 

 

② 午前１１時現在の気象情報が 

◇暴風警報（暴風雪警報）、台風接近に伴う大雨警報のいずれかがまだ 

発表されている場合  

 

◇暴風警報（暴風雪警報）、台風接近に伴う大雨警報が解除されている場合 

 

① 始業後、暴風警報（暴風雪警報）、台風接近に伴う大雨警報の 

いずれかが発表された場合 

 

② 警報が発表されていないが、風水害等の発生の恐れがある場合 



２ 台風を伴わない大雨・洪水警報発表時の対応  

 
 

・原則、通常授業としますが、地域の道路、河川等の浸水の状況等を考慮して、「臨時休校」や

「始業時刻の変更」の措置をとる場合があります。その際は、メール配信でお知らせします。 
 

 

 

・原則、通常授業としますが、地域の道路、河川等の浸水の状況等を考慮し、「下校時刻の変

更」等の措置をとる場合があります。その際、メール配信でお知らせします。 

・児童が安全に下校できるよう「地区別下校」をさせる場合がありますが、場合によっては、

引き渡しをお願いすることもあります。 
 

 

 

・原則、通常授業としますが、地域の道路、河川等の浸水の状況等を考慮して、「臨時休校」や

「始業時刻の変更」「下校時刻の変更」等の措置をとる場合があります。 その際は、メール配

信でお知らせします。 

 
３ 雷が発生している時の対応 
 （１）登校前 

・雷がおさまるまで自宅待機とします。安全を確認後、登校させてください。始業を

遅らせる場合は、メール等でお知らせします。 

（２）登校後 

・雷がおさまるまで学校に待機させますので、下校が遅れる場合があります。安全が

確認されてから、下校させます。状況により、教職員が引率、もしくは保護者へ引き

渡しとします。 

 

４ 大地震の場合の対応 
 （１）登校前 

・通学路や学校施設の安全が確認されるまでは、登校を見合わせ、自宅等の安全な場所で

待機させてください。 

・通学路の安全が確認され、授業が可能な場合は、メールで連絡しますので、余裕をもって

登校させてください。給食が実施できない場合は、併せて連絡させていただきます。 

（２）登校後 

・保護者へ引き渡しとします。地震によりメール配信が通じない場合も考えられます。その

場合も、引き渡しと判断してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 始業前に大雨警報が発表されている時 

② 始業後に大雨警報が発表された時 

③ 警報が発表されていないが、大雨の恐れがある場合 

★その他 

・学校からの緊急連絡は、メール配信システム（マチコミメール）を通じて行いますので、直接の連絡は

ご遠慮ください。また、こまめにメールを確認していただき、対応をお願いします。 

・特別警報（大雨特別警報・暴風特別警報・暴風雪特別警報及び大雪警報）については、前記の暴風警

報・暴風雪警報・台風に伴う大雨警報のいずれかが発表されている場合のとおりの対応とします。 

・市内全体で「臨時休校」などの措置を教育委員会が行う場合は、前日は午後 9時まで、当日は午前 7時

まれに学校へ連絡が入ります。その後、学校から各ご家庭へメール配信します。 

 災害発生時には、一人一人の判断が大切です。各ご家庭でも、どこに避難するか、どこで待ち合わせるか

等について、必ず話し合っておいてください。 

 災害発生時には学校の電話が緊急用となり、通じなくなることが考えられます。また、メール配信も機能

しなくなる場合もあると思われます。その際には、各家庭や地区の判断で対応してください。 


